
仕 様 書 

 

１ 件名 

  農耕用運搬車１台に係るリース契約 

 

２ リース期間 

  令和８年８月３日から令和８年９月 15 日までの間で登録した日から７年間 

 

３ 対象車両 

  ヤンマー運搬車 ＦＧ１９０ＳＤ、Ｘ４ＷＤ 

河島農具製作所 ＡＣ１９０ＳＤ－４ＷＤＸ  

 

４ 数量 

  １台 

 

５ 設置場所 

  広島県立総合技術研究所 農業技術センター （ 広島県東広島市八本松町原６８６９） 

 

６ リース料に含まれるもの 

   １）軽自動車税 小型特殊自動車・農耕作業用の登録を行うもの） 

   ２）保険料 動産総合保険または車両保険の付帯した任意保険） 

 

７ リース料の支払 

  毎月払い 履行後翌月払い） 

 

８ その他 

   １）リース会社の窓口、担当者、連絡網等を明確にすること。 

   ２）中途解約 全損等）の場合の解約金は、未経過の公租公課・保険料・修理代・ 

    金利等を控除したものにすること。 

   ３）リース期間満了時に残価清算は行わない。 

 ４）リース期間満了後は、速やかに車両を受注者の負担により引き取ること。 

 ５）契約期間満了後の取り扱いについては、期間満了の１か月前までに広島県及び受

注者が協議のうえ決定する。 

 ６）車両は新車をリースすること。 


